
各種無料相談・上尾警察署からのお知らせ各種無料相談・上尾警察署からのお知らせ
予日…日時　場…場所　定…定員　受…受付場所　問…問合せ　※　のあるものは要事前予約

　行政書士が会社設立、農地転用、各種許
認可、相続、成年後見などの手続きの相談
に応じます。
日　15日(第３水曜)13時～16時
受・問　住民相談室＊２２１３

行政書士相談

　相談員が結婚を希望する方の相談に応
じます。
日　19日㈰９時30分～11時30分
場　ふれあい福祉センター相談室兼点訳室
問　伊奈町社会福祉協議会蕕７２２－９
９９０

結婚相談

　建築士が住宅リフォ―ム対策について
の相談に応じます。
受・問　住民相談室＊２２１３

住宅リフォ―ム相談 予

　弁護士が契約、相続、交通事故の損害賠
償、訴訟の手続きなどの相談に応じます。
日　①10日（第２金曜）13時～15時30分
　　②24日（第４金曜）13時30分～16時

30分
定　①５名②６名（①②いずれも先着順）
受・問　住民相談室＊２２１３

弁護士による法律相談 予

  税理士会上尾支部税理士が、相続税・贈
与税などの相談に応じます。
日　23日㈭10時～12時、13時～15時
受・問　税務課＊２１５２

税の相談 予

　民生委員・児童委員が、生活上の迷
い、困りごとの相談に応じます。
日　８日㈬・22日㈬９時～12時
場　ふれあい福祉センター相談室
問　伊奈町社会福祉協議会蕕７２２－９
９９０

心配ごと相談

　これから開業・独立を検討している方
や将来起業（創業）しようとお考えの方
の相談に応じます。
日　８時30分～17時15分（土日祝日休）
場　伊奈町商工会館
問　伊奈町商工会蕕７２２－３７５１

創業相談

　行政相談委員が行政の業務に関する要
望や苦情などの相談に応じます。
■日　21日（第３火曜）10時～12時
■■受・■問　住民相談室＊２２１３

行政相談

　上尾警察署員が暴力団員等による不当
な行為で困っている方の相談に応じます。
受・問　生活安全課＊２２８４

予暴力団被害相談

児童相談
　相談員が、子どものしつけや生活につ
いての相談に応じます。
日　17日㈮10時～15時
問　伊奈町子育て支援センター蕕７２８
－３４８２

消費生活相談
　消費生活相談員が消費者契約トラブル
等の相談に応じます。
　「訴訟最終告知」などと題した架空請
求が発生しています。少しでもおかしい
と感じたら消費生活相談をご利用くださ
い。
日　毎週月～木曜（祝日除く）10時～12

時、13時～15時
問　元気まちづくり課＊２２３４

　女性相談員が、DV、セクハラ、モラ
ルハラスメントや離婚問題など女性の抱
えるさまざまな悩みや不安等の相談に応
じます。
日　８日・22日（第２・４水曜）10時～
12時、13時～14時
受・問　人権推進課＊２２４１

女性相談 ※予約優先

　６月１日は、人権擁護委員法が施行さ
れた日です。
　伊奈町では５名の人権擁護委員が活動
しています。人権擁護委員は、法務大臣
から委嘱された民間の方で、町民の方か
ら人権に関する相談を受け、問題解決の
お手伝いをしたり、人権について関心を
持ってもらえるよう啓発活動を行ってい
ます。
　「人権擁護委員の日」にあわせて、特
設人権相談所を開設します。生活上のさ
まざまなもめごとやトラブルで困ったこ
とや思い悩むことはありませんか。その
ようなときは、一人で悩まずお気軽にご
相談ください。相談は無料、秘密は固く
守られます。

人権相談
日　５月15日（第３水曜）10時～15時
場　伊奈中央会館

特設人権相談
日　６月５日㈬９時～12時
場　伊奈町役場

受・問　人権推進課＊２２４１

人権擁護委員の日

スローガン
「自転車も  のれば車の  なかまいり」

5月は九都県市一斉
自転車マナーアップ強化月間です

3月中の町内交通事故
（　）内は、1月～3月までの累計

発生件数
人身事故
物損事故
死 者
負 傷 者

200
24
176
0
28

（　　件）
（　　件）
（　　件）
（　　人）
（　　人）

件
件
件
人
人

332
40
292
0
48

　埼玉県内では、キャッシュカードを騙し取られる被害が多発しており、上
尾警察署管内でも同様の被害が発生しています。犯人は、「元号改正」を悪用
した新たな手口として、「元号が変わり、今のキャッシュカードが使えなくな
る」「交換手続きのため、キャッシュカードを預かりに行く」などの内容で電
話をかけてきます。元号改正に伴ってキャッシュカードが使えなくなること
はありません。被害に遭わないためには、犯人と話さないようにすることが
一番の対策です。①防犯機能付電話を利用する②在宅中でも留守番電話の設
定をするなど物理的に犯人と話さないようにする対策をお願いします。
問　上尾警察署蕕７７３－０１１０

～詐欺犯人の新たな手口～
「元号改正」を悪用する詐欺犯人がいます！
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至丸山

◀至上尾

至志久 DIC埼玉工場

栄北高

ガンセンター

イナセイナセ

検索イナセ
施工実績1000件以上
掲載!  詳しくはコチラ!

〒362-0806 埼玉県北足立郡伊奈町小室4706▶
電話受付　9:00～18:00 （日曜定休）

「広報いなを見た」とお問い合わせください！

24,00024,000円円(税別)(税別)24,00024,000円円
(税別)(税別)

TKS05301JTKS05301J

シングルレバー水栓

74,00074,000円円(税別)(税別)74,00074,000円円
(税別)(税別)

・ガラストップ
・ダブル高火力
・ガラストップ
・ダブル高火力

N3WQ6GN3WQ6G

コンロ

88,00088,000円円(税別)(税別)88,00088,000円円
(税別)(税別)

・節水・節電
・フチなしトイレ
・節水・節電
・フチなしトイレ

便座：
ビューティトワレ
CH931SPF

便座：
ビューティトワレ
CH931SPF

便器：
ピュアレストQR
便器：
ピュアレストQR

トイレ当
店

オ
ス
ス
メ
！

56,00056,000円円(税別)(税別)56,00056,000円円
(税別)(税別)

・給湯専用
・壁掛　・リモコン無
・給湯専用
・壁掛　・リモコン無

GQ-2039WSGQ-2039WS

109,000109,000円円(税別)(税別)109,000109,000円円
(税別)(税別)

・給湯＋追い焚き
・オート壁掛　・リモコン付（台所&浴室）
・給湯＋追い焚き
・オート壁掛　・リモコン付（台所&浴室）

GT-2060SAWXGT-2060SAWX

給湯器
70
％
Ｏ
Ｆ
Ｆ
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限
界
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128,000128,000円円(税別)(税別)128,000128,000円円
(税別)(税別)

・メーカー保証7年　・給湯＋追い焚き＋エコ
・オート壁掛　・リモコン付(台所＆浴室)
・メーカー保証7年　・給湯＋追い焚き＋エコ
・オート壁掛　・リモコン付(台所＆浴室)

GT-C2062SAWXGT-C2062SAWX

広報いな
限定特価

!

工事5年
保証付

広報いな
限定特価

!広報いな
限定特価

!

※全商品
税抜価格です。工事費・処分費コミコミ!工事費・処分費コミコミ!工事費・処分費コミコミ!工事費・処分費コミコミ!全て全て即日対応地域最安 ××××

国民健康保険税・国民健康保険の一部負担金の減免国民健康保険税・国民健康保険の一部負担金の減免
　町の国民健康保険では、加入者の方の失
業、疾病などにより収入が著しく減少し、
利用しうる資産や能力の活用または親族か
らの支援の要請等を行ったにもかかわら
ず、国民健康保険税の納付や国民健康保険
の一部負担金（医療機関等での自己負担
額）の支払いが難しい場合などに申請して
いただくことで、減免を受けられる場合が
あります。
対　世帯の３か月間の実平均収入金額とそ
の世帯の基準生活費※注とを比較して、
その世帯の３か月間の実平均収入金額
がその世帯の基準生活費の一定割合
（表１、表２）以下の世帯で、その世
帯の預貯金の額が基準生活費の３か月
分以下の場合に減免等を受けることが
できます。

※注　基準生活費とは、生活保護法に規定
する生活扶助、住宅扶助、教育扶助の金額
を合計したものです。

○国民健康保険税の減免（表１）

　　　

○国民健康保険の一部負担金の減免等（表２）

○このほか火災、床上浸水などの災害により資産に重大な損害を
　受けた場合、国民健康保険税の減免を受けることができます。

　減免等を受けるには申請が必要になりますので、必要な書類や
手続きについては、保険医療課までお問い合わせください。

問　保険医療課＊２１７３

生活困窮の場合の基準
実収入金額の３か月間の平均金額 減免の割合

基準生活費の105％以下 100％
基準生活費の105％超110％以下   70％
基準生活費の110％超120％以下   50％
基準生活費の120％超130％以下   30％

災害の場合の基準
災害の程度 減免の割合

住居の全焼・全壊 100％
住居の半焼・半壊   70％
床上浸水   50％

実収入金額の３か月間の平均金額 減免等の区分
基準生活費の105％以下 一部負担金の免除
基準生活費の105％超120％以下 一部負担金の徴収猶予
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